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一　

は
じ
め
に

　

職
場
で
の
女
性
活
躍
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
男
性
の

育
児
や
家
事
な
ど
へ
の
参
画
促
進
が
必
要
で
す
。
鳥
取
県

庁
で
は
、
男
女
を
問
わ
ず
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
職
場
と

家
庭
で
活
躍
し
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
様
々
な
取
組
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
の

取
組
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
皆
様
の
参
考
に
な
れ
ば

幸
い
で
す
。

二　

特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定

　

平
成
二
八
年
三
月
に
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
特
定

事
業
主
行
動
計
画
と
し
て
「
輝
く
女
性
活
躍
推
進
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
策
定
、
令
和
二
年
度
に
第
二
期
（
令
和
三
年
度

～
令
和
七
年
度
）
版
へ
改
定
し
ま
し
た
。

　

第
二
期
計
画
に
お
い
て
は
、
令
和
七
年
度
ま
で
に
女
性

職
員
の
割
合
を
係
長
級
以
上（
管
理
的
地
位
）で
三
七
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
課
長
級
以
上
（
管
理
職
）
で
二
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
と
す
る
女
性
登
用
に
係
る
数
値
目
標
を
定
め
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
目
標
を
設
定
し
た
背
景
に
は
、
直
近
の
二
〇

代
及
び
三
〇
代
の
職
員
の
う
ち
女
性
の
割
合
が
約
四
〇

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
か
つ
、
新
規
採
用
者
に
占
め
る
女

性
職
員
の
割
合
も
過
去
五
年
平
均
で
四
一
％
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
今
後
、
更
に
女
性
職
員
が
管
理
的
な
地
位
に
お
い

て
活
躍
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
県
の
組
織
及
び
人
事
に
お

い
て
必
定
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
本
県
で
は
、
男
女
を
問

わ
な
い
適
材
適
所
の
人
事
管
理
を
行
っ
て
き
た
こ
と
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
目
標
達
成
に
向
け
、
男
性
職
員
の
家
庭
参
加
の
促

進
や
職
員
の
働
き
方
改
革
・
職
場
環
境
の
更
な
る
改
善
に

取
り
組
ん
で
お
り
、
令
和
二
年
四
月
に
は
、
係
長
級
以
上

（
管
理
的
地
位
）
の
女
性
職
員
の
割
合
が
三
四
．
四
％
、

課
長
級
以
上
（
管
理
職
）
の
女
性
職
員
の
割
合
が
二
三
．

鳥
取
県

働き方改革の取り組み働き方改革の取り組み

鳥
取
県
に
お
け
る
女
性
活
躍
の
取
組

～
男
女
を
問
わ
ず
活
躍
で
き
る
職
場
づ
く
り
～

鳥
取
県
総
務
部
行
財
政
改
革
局
人
事
企
画
課
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二
％
と
な
り
、
第
一
期
計
画
の
目
標
（
係
長
級
以
上
（
管

理
的
地
位
）
の
女
性
職
員
の
割
合
：
三
二
％
以
上
、
課
長

級
以
上
（
管
理
職
）
の
女
性
職
員
の
割
合
：
二
〇
％
以
上
）

を
達
成
し
ま
し
た
。

　

次
項
で
具
体
的
な
取
組
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

三　

男
性
職
員
の
育
児
参
加

　

女
性
が
職
場
で
安
心
し
て
業
務
に
専
念
す
る
た
め
に

は
、
育
児
や
介
護
な
ど
家
庭
生
活
に
お
け
る
配
偶
者
（
男

性
）
の
理
解
と
協
力
が
必
要
で
す
。

　

本
県
で
は
、男
性
職
員
に
積
極
的
な
育
児
参
加
を
促
し
、

男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
や
出
産
時
の
休
暇
取
得
等
の

促
進
を
目
指
す
と
と
も
に
、
県
内
に
お
け
る
男
性
の
育
児

参
加
の
風
土
が
定
着
す
る
よ
う
率
先
し
て
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

（
１
）
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
率
の
向
上

男
性
職
員
の
配
偶
者
の
妊
娠
・
出
産
情
報
な
ど
を
的
確

に
把
握
し
、
当
該
職
員
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
に
よ
り
、
男
性
職
員
の
積
極
的
か
つ
計
画
的
な
取

【年代別の職員数及び女性職員の割合（令和二年四月一日現在）】
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得
を
促
進
し
て
お
り
、
令
和
二
年
度
の
知
事
部
局
等
の
取

得
率
は
三
一
．
九
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
取
組
を
更
に
充
実
さ
せ
、
育
休
取
得
率

一
〇
〇
％
に
少
し
で
も
近
づ
く
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

○
身
上
報
告
書
に
よ
る
本
人
の
申
告
等
に
よ
り
、
所
属
長

及
び
人
事
担
当
部
局
が
配
偶
者
の
妊
娠
・
出
産
情
報
を

把
握

○
該
当
職
員
及
び
所
属
長
に
対
し
て
、
個
別
に
育
児
休
業

等
の
支
援
制
度
、
休
業
等
の
取
得
モ
デ
ル
な
ど
の
情
報

を
提
供

○
育
児
休
業
等
の
計
画
的
取
得
の
た
め
、
子
育
て
応
援
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ー
ト
（
所
属
長
と
該
当
職
員
が
相
談
し

な
が
ら
作
成
）
の
活
用
・
定
着
を
促
進

○
所
属
長
は
該
当
職
員
に
対
し
一
月
以
上
の
育
児
に
伴
う

休
暇
・
休
業
の
取
得
を
勧
告

（
２
）
男
性
職
員
の
配
偶
者
出
産
休
暇
・
育
児
参
加
休
暇

の
取
得
促
進

令
和
二
年
度
に
お
け
る
男
性
職
員
の
配
偶
者
出
産
休
暇

又
は
育
児
参
加
休
暇
の
取
得
率
は
八
八
.
四
％
と
な
り
前

年
度
の
八
五
．
〇
％
を
上
回
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
配

偶
者
が
出
産
等
し
た
際
に
す
べ
て
の
男
性
職
員
が
原
則
と

し
て
当
該
特
別
休
暇
を
取
得
し
、
年
次
有
給
休
暇
の
活
用

も
含
め
た
長
期
間
の
休
暇
取
得
と
な
る
よ
う
、
全
庁
的
に

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

四　

働
き
方
の
改
革
・
職
場
環
境
の
更
な
る
改
善

　

職
員
の
働
き
方
の
改
革
・
職
場
環
境
の
更
な
る
改
善
に

よ
り
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
持
て
る
能
力
を
最
大
限
に
発

揮
し
、
公
務
能
率
の
向
上
を
目
指
す
に
は
、〝
し
っ
か
り

働
き
、
し
っ
か
り
休
む
〟
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
子
育
て
、
介
護
、
地
域
活
動
な
ど
の
事
情
が
あ

る
職
員
へ
の
配
慮
の
た
め
、公
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
、

勤
務
時
間
の
弾
力
化
や
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
推
進
な
ど
の

働
き
方
の
選
択
肢
を
拡
大
し
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ

く
り
を
一
層
進
め
る
こ
と
は
、
職
員
の
意
欲
の
向
上
や
人

材
の
確
保
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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（
１
）
時
間
外
勤
務
の
縮
減

今
後
も
行
政
ニ
ー
ズ
が
ま
す
ま
す
多
様
化
・
高
度
化
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、
引
き
続
き
、
各
職
場
に
お

い
て
職
員
一
人
ひ
と
り
が
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
意

識
す
る
と
と
も
に
、
鳥
取
県
S
o
c
i
e
t
y
5
.
0

や
、
県
庁
業
務
改
革
（
Ｄ
Ｘ
県
庁
推
進
）
等
の
推
進
な
ど

職
場
全
体
で
業
務
カ
イ
ゼ
ン
や
時
間
外
勤
務
の
縮
減
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

○
Ｒ
Ｐ
Ａ
や
Ａ
Ｉ
等
を
活
用
し
た
よ
り
一
層
の
業
務
改
善

○
基
本
的
な
縮
減
の
取
組
の
徹
底
、
深
夜
残
業
の
原
則
禁

止
等
に
よ
る
時
間
外
勤
務
縮
減
の
一
層
の
取
組
（
午
後

４
時
以
降
の
新
た
な
業
務
指
示
、
勤
務
時
間
外
の
内
部

協
議
、
期
限
の
短
い
照
会
・
依
頼
の
原
則
禁
止
等
）

○
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
リ

モ
ー
ト
ワ
ー
ク
制
度
等
の
更
な
る
活
用
に
よ
る
勤
務
時

間
の
効
率
的
・
弾
力
的
な
運
用

○
全
庁
的
な
カ
イ
ゼ
ン
活
動
に
よ
る
仕
事
の
カ
イ
ゼ
ン
を

進
め
る
職
場
づ
く
り

○
「
認
め
合
い
行
動
５
則
」
に
よ
る
風
通
し
の
よ
い
職
場

づ
く
り
、
職
場
力
向
上
の
取
組

【認め合い行動５則】
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（
２
）
年
次
有
給
休
暇
等
の
取
得
率
向
上

年
次
有
給
休
暇
や
夏
季
休
暇
に
つ
い
て
は
、
普
段
か
ら

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
や
業
務
に
関
す
る
情
報

共
有
を
図
る
な
ど
、
取
得
し
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を

進
め
る
と
と
も
に
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
や
夏
季
な
ど

の
ま
と
ま
っ
た
休
暇
を
取
り
や
す
い
時
季
に
合
わ
せ
、
職

場
ご
と
に
休
暇
取
得
計
画
表
を
作
成
し
、
計
画
的
な
取
得

を
促
進
し
て
い
ま
す
。

○
夏
季
休
暇
の
集
中
取
得
の
取
組
を
推
進
す
る
と
っ
と
り

ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
導
入

【
令
和
三
年
度
と
っ
と
り
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
概
要
】

目　
　

的
：
職
員
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
及

び
県
庁
舎
に
お
け
る
節
電
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
推
進

取
組
内
容
：
夏
期
休
暇
や
在
宅
勤
務
を
組
み
合
わ
せ
、
期

間
中
の
職
員
出
勤
率
を
五
〇
％
と
す
る

実
施
期
間
：
令
和
三
年
八
月
一
日
～
一
五
日

（
３
）
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
及
び

在
宅
勤
務
制
度
の
活
用
促
進

平
成
二
七
年
度
に
導
入
し
、
現
在
県
内
三
箇
所
の
地
方

機
関
等
に
設
置
し
て
い
る
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
は
、
一

定
の
活
用
実
績
と
効
果
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、引
き
続
き
、

制
度
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
利
用
例
の
情
報
発
信
等
に

よ
り
一
層
の
活
用
促
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
く
、
平
成
二
七
年
度
に
試
行
導
入
し
た
在
宅
勤
務

制
度
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま

え
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
よ
り
一
層
の
推
進
な
ど
、
利
活

用
向
上
に
向
け
た
見
直
し
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま

す
。

（
４
）
イ
ク
ボ
ス
に
よ
る
組
織
全
体
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ

ラ
ン
ス
の
推
進

平
成
二
七
年
六
月
に
、
す
べ
て
の
管
理
職
職
員
が
長
時

間
労
働
の
削
減
や
働
き
方
改
革
な
ど
を
通
じ
て
部
下
職
員

の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
応
援
す
る
上
司
に
な
る

〝
イ
ク
ボ
ス
宣
言
〟
を
行
う
と
と
も
に
、
同
年
一
一
月
に
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は
〝
鳥
取
県
庁
イ
ク
ボ
ス
憲
章
〟
を
制
定
し
、
イ
ク
ボ
ス

が
中
心
と
な
っ
て
職
場
の
意
識
改
革
を
図
り
、
職
員
の

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
、
所
属
長
の
イ
ク
ボ
ス
宣
言
や
イ
ク
ボ
ス
憲
章

の
行
動
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
様
々
な
取

組
を
実
施
し
、
組
織
全
体
で
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

○
管
理
職
職
員
を
対
象
と
し
た
イ
ク
ボ
ス
研
修
の
開
催

（
実
践
的
な
手
法
の
習
得
、
民
間
企
業
等
と
の
連
携
）

○
イ
ク
ボ
ス
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用

○
イ
ク
ボ
ス
度
の
人
事
評
価
等
へ
の
反
映

○
両
立
支
援
制
度
の
充
実
や
育
児
休
業
等
の
取
得
者
の
代

替
措
置
の
充
実

五　

終
わ
り
に

　

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
公
務
の
職
場
に
お
い
て
も
、

多
様
な
働
き
方
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
子
育

て
に
加
え
て
、
介
護
も
今
後
更
に
大
き
な
問
題
と
な
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
男
女
を
問
わ
ず
一
人
ひ
と
り

の
職
員
が
、
仕
事
に
も
家
庭
生
活
に
も
全
力
で
取
り
組
む

こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
今
後
と
も
職
場
環
境
の
改
善
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。


